
平成３０年９月４日 

東京土地家屋調査士会 

研 修 部  

愛知県土地家屋調査士会「平成３０年度第４回定例研修会」 

の開催について（お知らせ） 

このたび，愛知県土地家屋調査士会より，標記研修会（会費無料）の開催について，別紙

のとおりの案内がありました。 

つきましては，参加を希望される会員におかれては，下載の申込書に所要の事項をご記入

の上，ＦＡＸ（03-3295-4770）またはＥメール（info@tokyo-chousashi.or.jp）により，本

会事務局までお申し込み下さるよう，お知らせ致します。 

なお，平成３０年９月２５日（火）が愛知会への参加者回報期限とされていることから，

本会会員の申込期限は，９月２１日（金）午後５時までとさせていただきますので，ご了承

くださるようお願い致します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 切り取らずご返信ください ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

申 込 書 

【申込日：平成３０年  月   日】 

支  部  名 支 部 

氏 名 

登 録 番 号 東 京 第（   ）号 

mailto:info@tokyo-chousashi.or.jp


【 別 紙 】



【参考】ウィルあいち 案内図 

 

 

所在地 

〒４６１－００１６ 

愛知県名古屋市東区上竪杉町（かみたてすぎのちょう）１番地 

ＴＥＬ ０５２-９６２－２５１１ 

ＵＲＬ http://www.will.pref.aichi.jp/index.html 

 

交通案内 

・地下鉄「市役所」駅 ２番出口より東へ徒歩約１０分 

・名鉄瀬戸線「東大手」駅 南へ徒歩約８分 

・基幹バス「市役所」下車 東へ徒歩約１０分 

・市バス幹名駅１「市政資料館南」下車 北へ徒歩約５分 

 



土地家屋調査士制度関連と愛知会の主な歴史 

   

固定資産税の地方税化、そして調査員から不動産登記の国家資格者へ。 

 調査士制度及び不登法の主な変化 愛知会の変化 

① 昭和２５年～ 

昭和５１年 

・土地台帳申告時代の取扱い 

・地籍調査事業（昭和２６年） 

・強制入会制度（昭和３１年） 

・台帳一元化（昭和３５年） 

・草創期の求心力と相互扶助 

・共済会設立（昭和４３年） 

② 昭和５２年～ 

平成１３年 

・不動産登記準則・細則改正の意義 

・コンピューター化（昭和６２年） 

 

・共済会改革（昭和５２年） 

・資料センターと個人成果 

 （本局支部から本会センターへ） 

・総合年金共済制度発足（昭和５７年） 

・公共嘱託協会の法人化 

（昭和６１年１月設立） 

・調査・測量実施要領の作成と業務 

（昭和６２年９月発行） 

・筆界鑑定委員会（平成元年～） 

・作業マニュアルの作成（平成２年） 

・総合年金共済制度検証による廃止 

（平成６年） 

・職印台紙制度（平成６年） 

・政治連盟設立（平成１３年） 

③ 平成１４年～ 

平成３０年 

（現在） 

・報酬額撤廃（平成１５年） 

・個人資格制度と法人化の意味 

・平成地籍整備の推進（平成１５年

民括と各省連携） 

・平成１６年不登法大改正（オンラ

イン申請、世界測地系座標と基準

点測量） 

・平成１７年不登法・調査士法の 

一部改正（筆界特定制度の創設） 

・認定土地家屋調査士誕生の意味 

・９３条調査報告書（平成１８年導

入、平成２８年改定） 

・あいち境界問題相談センター 

（平成１４年１０月設立）の 

隘路と活用 

・共済会解散（平成２０年） 

・職印台紙制度廃止（平成２２年） 

・筆界調査委員としての役割 

・公共嘱託協会の公益認定 

（平成２５年） 

 

④ 平成３１年～ 

（未来） 

・不動産登記法と土地家屋調査士の

将来 

・会費の増額、減免と補助者会費の 

徴収 
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